
参考資料

b.該当する施設 c.管理者 d.関係省庁名 e.調査時の対応

官公庁 各施設管理者 各省庁 ・適宜協力する

国営公園 地方整備局 国土交通省

国直轄空港 地方航空局 国土交通省

主要国道 地方整備局 国土交通省

一級河川(指定区間外区間のみ) 地方整備局 国土交通省

国有林 森林管理局 農林水産省

公園、運動場等 直轄以外の都市公園 自治体 国土交通省

道路 直轄以外の道路 自治体 国土交通省

鉄道、港湾等 鉄道 鉄道事業者 国土交通省

鉄道、港湾等 港湾 港湾管理者 国土交通省

鉄道、港湾等 直轄以外の空港 空港管理者 国土交通省

一級河川(指定区間)、二級河川、準
用河川

自治体 国土交通省

教育文化施
設

幼稚園 各施設管理者 文部科学省

小学校、中学校 文部科学省

高等学校、大学、専修学校、各種専門学
校

文部科学省

農用地 農地 田畑、果樹園など

農用地 採草放牧地 牧場、牧草地など

森林 国有林以外の森林

病院、診療所

保健所

保育園

託児所

高齢者福祉施設

障害者福祉施設

児童福祉施設

美術館、博物館、図書館、寺社など

供給処理施設
上水道施設、電力供給施設（発電所、変
電所）、都市ガス供給施設、ごみ焼却施
設、廃棄物処理施設、下水道施設、

商業用地 商業施設
事務所建築物、専用商業施設、住商併用
施設、宿泊・遊興施設

商業用地
スポーツ・興行
施設

体育館、競技場、野球場など

住宅用地 集合住宅 公団・公社・公営住宅

工業用地
倉庫・運輸関係
施設

自動車車庫、バス・トラックターミナ
ル、倉庫、屋根付き資材置き場、流通セ
ンターなど

農業用地 農林漁業施設 温室、畜舎、養魚場など

屋外利用地、仮設建物
屋外駐車場、屋外展示場、中古車セン
ターなど

未利用地等 埋め立て地など

原野 荒地、裸地など

その他
自衛隊基地、在日米軍基地、採石場、ご
み捨て場など

a.分類

①各省庁が直接管理している土地・施設のうち、予め調整フローを作成することが必要と考えられ
るもの

② 自治体、民間が管理する土地・施設のうち、関係省庁の協力が調査の円滑な実施に必要と考えら
れる土地・施設

③その他の土地・施設

官公庁施設

①

公園、運動場等

・環境省が当該省庁
と調整することを想
定
→事前にフローを作
成

鉄道、港湾等

道路

河川

森林

②

・関係省庁による調
整により円滑化
→事前にフローを作
成

河川

③ 各施設管理者
個々の施設に
よる

・個別の事案に応じ
て、自治体や地域の
関係団体等を通じた
連絡調整を想定。
→関係省庁は必要な
助言を行う

公共用地

教育文化施設

調査・防除の実施に際しての連絡・調整について


